
 

             

令 和 ７ 年 ４ 月 １ １ 日                          

北 海 道 開 発 局  

 

 

指名停止措置を行いました 

～不正又は不誠実な行為～ 

 

 

 
 
１． 指名停止措置業者名及び住所 

指名停止措置業者名 住  所 

鹿島道路株式会社 東京都文京区後楽１－７－２７ 

 

２．指名停止措置期間：令和７年４月１１日～令和７年７月１０日（３か月） 

 

３．指名停止措置の範囲：北海道開発局管内 

 

４．事実概要 

当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方

整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト

合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。 

これらの工事においては、契約図書（特記仕様書、設計図面等）で「新規骨材によるアスファ

ルト合材（新規アスファルト合材）の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調

査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材（再生アスフ

ァルト合材）を使用」して工事を行っていたことが判明した。 

当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト

合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。 

また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中

国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファ

ルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書（特記仕様書、設計図面等）で「新

規骨材によるアスファルト合材（新規アスファルト合材）の使用を指定」されており、受注者か

らも「新規骨材によるアスファルト合材（新規アスファルト合材）を指定」されていたものの、

国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材（再生アスファ

ルト合材）を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスフ

ァルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。 

当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト

北海道開発局は、鹿島道路株式会社に対して、指名停止３か月の措置を行いました。 

（「北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領」別表第２第１５号に該当） 



合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。 

 

５．指名停止措置理由 

当該業者は、事実概要欄に記載の事実に至り、有資格者である当該業者が受注した工事につい

て、過失による粗雑工事を行ったこと、及び当該業者によるアスファルト合材の納入について、

社内で契約図書等や受注者の指定と異なる合材の納入及び事実と異なる出荷伝票が容認され、不

適切な体制となっていた。  

以上から、当該業者は、業務に関し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当であり、

「北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領」（昭和６０年４月１日北開局工第１号）別表

第２第１５号（不正又は不誠実な行為）に該当する。 

 

６．参考 

  ○指名停止措置要領別表第２第１５号 

措 置 要 件 期  間 

（不正又は不誠実な行為） 

 15 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は

不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当である

と認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

１ヵ月以上９ヵ月以内 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

     事業振興部 工事管理課 工事契約管理官 中本 敦浩（内線 5490） 

事業振興部 工事管理課 課 長 補 佐 鈴木 千成（内線 5482） 

事業振興部 工事管理課 上 席 専 門 官 水野 史朗（内線 5499） 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 


